
『分類表』（本冊子）の使い方

【11 事業別売上(収入 )金額】

●『分類表』は、会社及び法人の建設、サービス収入の種類を詳細に区分したうえ、それぞれのサービス

収入の「分類番号」、「サービスの種類」及び「内容例示等」を掲載した冊子です。

●『【10】調査票（サービス関連産業Ｂ）』「17　サービス収入の内訳」欄の「分類番号」及び「サービスの

種類」は、「11　事業別売上（収入）金額」欄のうちサービス関連産業（事業別内訳⑦、⑨、⑭〜⑯、⑱、

⑲）の内訳について、記入してください。

●『分類表』（本冊子４〜16ページの「分類番号」の上２桁は、「11　事業別売上（収入）金額」欄の事業

別内訳の番号「⑦、⑨、⑭〜⑯、⑱、⑲」に対応しています。

　なお、　　　の事業別内訳「⑦、⑱、⑲」については、一部のサービスのみ掲載していますので、本冊

子に掲載のないサービスに係る収入については記入不要です。

①〜⑤は、サービス関連産
業ではないことから、17欄の
記入は不要です。

本冊子には、これらの事業別
内訳の「分類番号」及び「サ
ービスの種類」を掲載してい
ます。
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●『【10】調査票（サービス関連産業Ｂ）』「17　サービス収入の内訳」欄の記入方法及び記入例は『調査票

の記入のしかた』13〜14 ページを参照し、内容例示等を参考に、それぞれ対応するページから「サー

ビスの種類」及びそれに対応する「分類番号」を記入してください。

●「特定の事業に限定されないサービス」の記入例は本冊子 18〜20 ページを参照してください。

●指定管理制度やＰＦＩ※などにより国、地方公共団体の代わりに公共施設の管理、運営、整備などを行

っている場合は、それぞれ行っている事業に該当する「サービスの種類」を記入してください。

※Private Finance Initiativeの略。民間の資金と経営能力・技術的能力を活用し、公共施設等の設計・建設・改修・更新

や維持管理・運営を行う公共事業の手法

【17 サービス収入の内訳】

『分類表』（本冊子）の使い方

美容サービス 15-08
容姿を美しくするため、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等を行うサービス
　※美容サービスと併せて提供される着付けサービスを含みます。

公衆浴場入浴サービス 15-09

公衆浴場（銭湯、温泉浴場、サウナ、健康ランドなど）入浴サービス
【内容例示】
　○入浴料、コインシャワーサービス
　○公衆浴場の運営業務の委託料
　×入浴料と別料金となっているアメニティ代（繰り返し使用するもの）⇒　【サービス収

入の内訳　対象外】第１面「事業別売上（収入）金額」欄の「⑧物品賃貸事業の収入」
に該当

　×入浴料と別料金となっているアメニティ代（使い捨てのもの）　⇒　【サービス収入の
内訳　対象外】第１面「事業別売上（収入）金額」欄の「⑤小売の商品販売額」に該当

「分類番号」の上２桁は、調査票第1面「 11 事業別売上（収入）金額」における事業別内訳の番号に対応しています。

サービスの種類 内容例示等
分類
番号

宿泊サービス

旅館業法に基づく旅館・ホテルにおける宿泊サービス
【内容例示】
　×宿泊料と別料金となっている食事代　⇒　「09-01 店舗内飲食サービス（給食サービス

を除く）」
　×宿泊料と別料金となっている入浴サービス　⇒　「15-09 公衆浴場入浴サービス」
　×宿泊料と別料金となっているアメニティ代（繰り返し使用するもの）⇒　【サービス収

入の内訳　対象外】第１面「事業別売上（収入）金額」欄の「⑧物品賃貸事業の収入」
に該当

　×宿泊料と別料金となっているアメニティ代（使い捨てのもの）　⇒　【サービス収入の
内訳　対象外】第１面「事業別売上（収入）金額」欄の「⑤小売の商品販売額」に該当

【分類表（抜粋）】
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（２）調査票第１面の11欄「事業別売上（収入）金額」は、上記（１）の事業別の内訳になります。

　　　商標（フランチャイズに関連するものを除く）・商品化権の使用許諾サービスの収入は、それを得た事業活動の

区分に従って、各事業の「売上（収入）金額」に含めて記入してください。

　　　ここでは、イは「教育、学習支援事業」の事業活動について得た商品化権の販売収入であるため、「⑯教育、学

習支援事業の収入」の「売上（収入）金額」に含めて記入します。

（３）調査票第２面の17欄「サービス収入の内訳」は上記（２）のうちサービスの事業内容ごとの内訳となります。

　　　商標（フランチャイズに関連するものを除く）・商品化権の使用許諾サービスについては、特定の事業（この例

においては「16-08　博物館・美術館・動物園・植物園・水族館サービス（指定管理料以外）」）に含めず、

「20-01　商標（フランチャイズに関連するものを除く）・商品化権の使用許諾サービス」として、「売上（収

入）金額」を記入します。　

「特定の事業に限定されないサービス」の記入例

○「20-01 商標（フランチャイズに関連するものを除く）・商品化権の使用許諾サービス」の記入例

ア　博物館の入館料　・・・・・・・・・・・・・・・ １億２０００万円（⑯教育、学習支援事業の収入）

イ　芸術作品の著作権使用許諾料　・・・・・・・・・　　 １２００万円（⑯教育、学習支援事業の収入）

ウ　物販収入　・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　　　５００万円（⑤小売の商品販売額）

ア～ウの合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １億３７００万円

（１）調査票第１面の10欄「①売上（収入）金額」は、商標（フランチャイズに関連するものを除く）・商品化権の

使用許諾サービスを含めた、上記のア～ウの合計金額となります。

この例では、⑤はサービス関連産業では

ないことから、17欄の記入は不要

ウ

ア＋イ

ア

イ
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○「20-02 ネーミングライツ付与・スポンサーシップサービス」の記入例

ア　遊園地の入場料収入　・・・・・・・・・ ３億００００万円（⑮生活関連サービス、娯楽事業の収入）

イ　遊園地での飲食の提供　・・・・・・・・　 　５０００万円（⑨飲食サービス事業の収入）

ウ　園内のテナントからの賃貸収入　・・・・ 　　２０００万円（⑦不動産事業の収入）

エ　遊園地の命名権の販売収入　・・・・・・ 　　１５００万円（⑮生活関連サービス、娯楽事業の収入）

オ　グッズの販売　・・・・・・・・・・・・ 　　１２００万円（⑤小売の商品販売額）

ア～オの合計　　　　　　　　　　　　　　　 ３億９７００万円

（１）調査票第１面の10欄「①売上（収入）金額」は、ネーミングライツ付与・スポンサーシップサービスを含め

た、上記のア～オの合計金額となります。

（２）調査票第１面の11欄「事業別売上（収入）金額」は、上記（１）の事業別の内訳になります。

　　　ネーミングライツ付与・スポンサーシップサービスの収入は、それを得た事業活動の区分に従って、各事業の

「売上（収入）金額」に含めて記入してください。

　　　ここでは、エは「生活関連サービス、娯楽事業」の事業活動について得た命名権の販売収入であるため、「⑮生

活関連サービス、娯楽事業の収入」の「売上（収入）金額」に含めて記入します。

（３）調査票第２面の17欄「サービス収入の内訳」は上記（２）のうちサービスの事業内容ごとの内訳となります。

　　　ネーミングライツ付与・スポンサーシップサービスについては、特定の事業（この例においては「15-45 遊園

地・テーマパーク利用サービス」）に含めず、「20-02 ネーミングライツ付与・スポンサーシップサービス」と

して、「売上（収入）金額」を記入します。

「特定の事業に限定されないサービス」の記入例

この例では、⑤はサービス関連産業では

ないことから、17欄の記入は不要

オ

ウ

イ

ア

イ

ウ

エ

ア＋エ
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（２）調査票第１面の11欄「事業別売上（収入）金額」は、上記（１）の事業別の内訳になります。

　　　寄付金、補助金、運営費交付金等の収入は、それを得た事業活動の区分に従って、各事業の「売上（収入）金額

」に含めて記入してください。

　　　ここでは、イ及びウは「教育、学習支援」の事業活動について得た寄付金、補助金であるため、「⑯教育、学習

支援事業の収入」の「売上（収入）金額」に含めて記入します。

（３）調査票第２面の17欄「サービス収入の内訳」は上記（２）のうちサービスの事業内容ごとの内訳となります。

　　　寄付金、補助金、運営費交付金等については、特定の事業（この例においては「16-03 特別支援教育サービス

」）に含めず、「20-03 寄付金、補助金、運営費交付金等」として、「売上（収入）金額」を記入します。

「特定の事業に限定されないサービス」の記入例

○「20-03 寄付金、補助金、運営費交付金等」の記入例

ア　特別支援教育サービスによる収入（寄付金、補助金、運営費交付金等の収入を除く）

　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３億５０００万円（⑯教育、学習支援事業の収入）

イ　寄付金収入　・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　 　３００万円（⑯教育、学習支援事業の収入）

ウ　補助金収入　・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　　８５００万円（⑯教育、学習支援事業の収入）

ア～ウの合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ４億３８００万円

（１）調査票第１面の10欄「①売上（収入）金額」は、寄付金、補助金、運営費交付金等を含めた、上記のア～ウの

合計金額となります。

ア＋イ＋ウ

ア

イ＋ウ
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